
■　評価区分

①「拡大重点化」

②「現状継続」

③「見直し」

④「統合」

⑤「休止・廃止」

⑥「終了」

■　優先度の判定

■　事業区分と各事業に適用する評価の視点（参考）
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公
共
事
業

施設等整備事業 市民利用施設の建設、道路や公園等の整備事業、情報システムの構築事業

ハード事業
施設等整備事業
（補助金・負担金）

補助金・負担金交付の形態で実施する蒸気施設等整備事業

ソフト事業を実施しない施設や道路、水路、公園などの維持管理（修理）事業
施設管理
等事業

内部管理事務 直接的な市民サービスの提供を伴わない内部的、定型的な業務 内部管理
事務計画策定事務 各種計画を策定する事務

一
般
事
業

ソフト事業(義務) 法令等により義務付けられた事業
ソフト事業

ソフト事業(任意) 市が自主的に実施する市民サービス事業（施設管理運営事業を含む）

補助・負担金等
事業

補助金・負担金交付の形態で実施する市民サービス事業（施設等整備事業に
分類される事業を除く）

補助・負担
金等事業

施設管理等事業

　Ｂ　Ｃと比較して優先度が高く、経営資源を前年度並みに配分する事業。

　Ｃ　Ｂと比較して優先度が低いが、経営資源を前年度並みに配分する事業

　Ｄ　経営資源を減配分する事業

事業類型 定　　　　　義 備考

　これまでの手法等を変更〈改善〉し、事業費の増加を伴わない又は減少となる事務事業（事業
費の削減によって、事務事業の規模を縮小する場合や民間に業務を委託することにより、事業の
効率化を図るものなどが該当になります。なお、見直しの結果、事業費が拡大になるものは「拡
大重点化」となります。）

　他の類似事業と統合することにより、効果の拡大や事業の効率化を図る事務事業（統合により
事業費の増加になるものは「拡大重点化」になります。）

　事務事業の効果並びに必要性を検証するためにいったん休止する場合や事業目的の効果がない
ことから排する場合などが該当となります。

　事業目的の達成により終了する場合や定められた一定の時期において事業が終了する場合が該
当となります。

　施策内における当該事業に優先度を付ける。（順位付けを行うものではありません。）

　Ａ　経営資源を重点配分する事業

評価の判定基準等について

　評価結果については、次の①～⑥の区分に基づき行うものとする。

　対象者の拡大や給付費の増額など制度の拡大を図ることにより、事務事業の拡充又はきび尾の
拡大を図る事務事業（事業費の増加を伴います。）

　①及び③～⑥以外、事業の手法や報告性が現行のままで、事業費の増減がない事務事業（事業
費の削減によって、軽微な事業費の増減及び社会的要因による事業費の増加を含みます。）


